
雑

纂

傳
ク
セ
ノ
ホ
ン
、
ア
テ
ナ
イ
入
の
國
家

（
上
）

（
℃
の
¢
ド
苞
？
図
2
δ
℃
じ
。
ジ
》
叶
げ
。
窮
向
。
謬
勺
≧
刷
8
同
巴

村
　
田
　
数
　
之
　
亮

　
　
　
　
　
解
　
　
　
説

　
こ
の
書
は
古
く
既
に
二
、
三
世
紀
頃
よ
り
し
て
下
肥
に
ク
セ
ノ
ポ

ン
の
作
と
さ
れ
（
発
つ
＝
員
等
）
、
彼
の
「
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
入
の
國
家
」

と
並
べ
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
の
研
究
は
敢
へ
て
「
傳
」

を
附
加
し
、
そ
の
製
作
年
代
を
も
ほ
f
確
定
し
た
。
翻
ち
第
一
回

ア
テ
ナ
イ
海
上
同
盟
の
時
に
創
め
ら
れ
、
前
四
一
三
年
に
国
ぎ
ω
8

の
名
爾
に
代
っ
た
．
国
δ
δ
。
。
（
駅
金
）
な
る
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
（
第

二
章
圃
節
、
第
三
章
二
及
び
五
節
）
、
前
四
二
四
年
盛
夏
の
ブ
ラ
シ

デ
ス
b
d
圏
p
。
。
＝
霧
の
黒
垂
の
可
能
性
を
知
ら
な
い
こ
と
（
第
二
章
第

五
節
）
、
ま
た
前
四
二
七
年
夏
の
レ
ス
ボ
ス
島
ピ
霧
9
ω
の
離
反
鎭

歴
の
こ
と
に
還
れ
て
み
る
と
思
は
れ
る
こ
と
（
第
一
章
十
五
館
）
、

　
　
　
　
　
傳
ク
セ
ノ
潔
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
家
（
村
田
）

其
他
喜
劇
（
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
「
ア
カ
ル
ナ
ニ
ア
入
」
》
9
鋤
彦
謬

δ
避
ベ
ビ
ユ
ロ
ニ
ア
人
圏
葡
豊
島
○
凱
9
等
）
と
の
内
容
，
事
件
の
饗

照
よ
り
し
て
、
前
四
二
六
年
よ
り
四
二
四
年
初
め
迄
の
問
に
作
ら

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
屡
己
二
6
押
男
0
8
プ
Φ
罫
図
跳
口
募
Φ
け
。
・
）

　
製
作
年
代
を
か
く
定
め
る
時
、
必
然
的
に
ク
セ
ノ
ボ
ン
で
あ
り

得
な
い
、
何
と
な
れ
ば
彼
は
前
四
三
〇
年
に
生
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
。
然
ら
ば
華
者
は
誰
で
あ
る
か
。
或
は
ツ
キ
ユ
デ
イ
デ
ス
目
6

包
臼
〔
以
創
⑦
の
或
は
ク
リ
テ
イ
ア
ス
囚
同
｛
賦
霧
等
と
、
文
漏
出
、
内
性
向
櫨
岬

承
等
よ
り
し
て
失
は
れ
た
名
を
獲
見
せ
ん
と
す
る
試
み
は
行
は
れ

た
が
、
結
局
失
敗
で
あ
り
、
「
徳
ク
セ
ノ
ポ
ン
」
と
す
る
の
が
最
も

袋
生
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
而
し
て
錐
者
は
ア
テ
ナ
イ
の
民
衆
で

　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
三
號
　
　
　
四
七
五

（　13　．，v　）



　
　
　
　
　
傳
〃
セ
ノ
ポ
ン
．
，
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
家
　
（
村
田
）

あ
り
、
貴
族
の
出
で
あ
9
、
當
時
の
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
治
と
は
相

容
れ
な
い
、
，
寡
頭
政
治
の
窯
派
に
鰯
す
る
入
で
あ
っ
た
，
こ
と
等

の
み
が
充
分
の
確
實
さ
を
以
て
明
言
し
得
る
凡
て
で
あ
ら
う
。
彼

が
當
時
ア
’
ブ
ナ
イ
に
住
居
し
て
み
た
か
、
或
は
他
郷
に
あ
っ
て
母

國
の
情
勢
を
眺
め
‘
乍
ら
筆
を
執
っ
た
か
と
な
る
と
、
最
早
や
俄
か

に
何
れ
と
も
決
し
難
い
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
書
は
「
さ
て
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
面
面
に
吊
し
て
」
り
。
浦
島
⑦

翁
≧
冨
蓼
刷
8
男
o
H
匿
糞
・
ω
）
の
句
に
て
初
ま
る
こ
と
等
よ
り
し
て

・
恐
ら
く
失
は
れ
た
完
全
な
署
作
、
或
は
書
翰
の
一
部
、
或
は
大
部

で
あ
り
、
諸
塵
に
繰
返
さ
れ
る
［
，
君
」
讐
「
君
を
」
器
等
の
語
よ

り
推
し
て
も
同
感
の
士
ー
ア
テ
ナ
イ
貴
族
の
青
年
か
一
を

昌
標
と
し
て
、
少
く
と
も
心
申
に
豫
害
し
て
書
か
れ
て
み
る
こ
と

は
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
曾
て
筆
者
の
立
場
は
冒
頭
の
「
彼

等
（
ア
テ
ナ
イ
入
）
が
か
」
る
國
家
の
形
態
を
採
っ
た
こ
と
に
殺
し

て
、
私
は
賛
意
を
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
第
ご
草
一
簾
）
の

句
に
沸
き
て
る
る
。
彼
は
民
主
政
治
々
下
に
お
け
る
不
遇
な
寡
頭

政
治
派
の
一
入
と
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
民
＋
工
王
義
の
傍
藩

無
人
の
跳
梁
を
満
腹
の
不
満
を
以
て
自
限
親
し
て
る
る
や
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巻
　
第
｝
二
心
　
　
　
M
四
・
七
山
見

る
。
事
象
の
一
切
を
先
天
的
と
迄
冨
ひ
得
る
や
う
な
根
深
か
い
貴

族
的
、
寡
頭
政
治
的
観
総
よ
り
し
て
槻
察
し
、
理
解
し
て
み
る
。

か
く
て
彼
は
飽
く
迄
民
主
主
義
の
反
掛
者
で
は
あ
る
。
し
か
し
か

、
る
立
場
に
あ
る
に
か
、
わ
ら
す
、
彼
は
民
主
政
治
の
打
倒
、
貴

族
政
治
の
樹
立
を
意
圓
す
る
革
命
家
的
箭
熱
と
實
行
力
と
を
持
っ

て
る
な
い
や
う
で
あ
る
。
否
か
Σ
る
實
際
政
治
的
な
口
吻
の
片
影

さ
へ
、
こ
の
書
中
の
何
虚
に
も
見
幽
し
得
な
い
。
こ
の
業
者
の
心

の
奥
に
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
治
を
肯
定
、
少
く
と
も
認
容
す
る

寛
大
か
、
諦
観
か
を
見
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ら
う
か
。
夏
に
時
に

は
辮
明
さ
へ
し
て
み
な
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
故
に
彼
は
卒
直
に

目
前
の
事
實
を
事
實
と
し
て
認
め
、
逃
し
も
歪
め
す
、
そ
こ
に
こ

の
窯
派
的
な
書
が
史
料
と
し
て
貴
重
な
る
一
面
が
あ
る
と
考
へ
ら

れ
る
。
而
し
て
か
、
る
態
度
は
當
時
の
ア
テ
ナ
イ
貴
族
階
級
一
般

に
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
興
味
あ
る
あ
ら
は
れ
で
あ
る
。

取
扱
は
れ
る
事
象
は
必
ず
筆
者
が
直
接
に
観
察
艦
験
し
た
時
闇
と

範
國
に
限
り
、
決
め
て
多
き
領
域
に
亙
る
一
…
政
治
、
経
書
，
興

奮
、
制
度
、
裁
鋼
、
麺
商
、
海
事
、
軍
事
，
喜
劇
等
等
－
簡
明

な
叙
蓮
で
は
あ
る
が
、
築
考
の
直
接
経
験
の
放
に
生
々
し
い
現
蜜

（　136　）



さ
が
あ
り
、
當
時
の
、
即
ち
ア
テ
ナ
イ
悪
童
隆
盛
期
、
紀
元
前
四

三
〇
年
前
後
の
ア
テ
ナ
イ
を
物
語
る
最
も
重
要
な
る
史
料
の
唱
で

あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
同
名
の
護
が
比
較
的
疎
か
に
し
た
時

代
と
方
面
と
を
補
っ
て
み
る
Q
叉
、
最
古
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
散
丈
と

し
て
文
學
史
上
に
も
高
き
紀
念
物
で
あ
る
。

　
本
書
の
課
に
當
っ
て
、
原
文
は
図
●
写
象
巳
（
斜
U
冨
甥
Φ
鼠
○
－

図
2
0
喜
。
罠
ω
。
｝
6
》
費
①
量
8
団
9
量
P
お
占
に
糠
り
、
彼
の

訳
文
及
び
口
●
Ω
園
芸
芯
無
ω
○
（
9
凶
。
。
プ
一
。
。
。
｝
δ
男
δ
し
。
鉱
区
臼
叢
書
）

と
ω
・
毛
纂
㏄
9
目
G
c
G
o
ひ
（
翻
。
冒
．
。
。
Ω
霧
歪
一
以
7
p
曼
）
と
を
参
照

し
た
。

　
　
　
　
　
第
　
剛
章

　
第
一
館
！
九
節
　
民
主
政
治
維
鋳
の
た
め
の
賢
明
の
策
。

　
第
十
節
i
十
二
節
　
奴
隷
及
び
在
留
外
人
。

　
第
十
三
出
門
　
レ
イ
ト
ウ
ル
ギ
ア
。

　
第
十
四
、
「
十
五
節
　
岡
素
論
國
に
謝
す
る
態
度
方
針
σ

　
第
十
穴
一
十
八
節
同
盟
諸
國
の
公
事
は
ア
テ
ナ
イ
に
お
い

　
　
て
裁
諭
す
る
こ
と
の
利
盆
。

　
第
十
九
」
二
十
節
　
ア
テ
ナ
イ
入
の
海
事
に
お
け
る
練
達
。

　
　
　
　
　
傳
ク
セ
ノ
ボ
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
家
　
（
村
田
）

　
（
第
一
節
）
　
さ
て
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
家
団
。
野
①
幣
に
評
し
て
（

述
ぶ
れ
ば
）
、
彼
等
が
か
・
る
葛
家
の
形
態
を
探
っ
た
こ
と
に
封
し

て
，
私
は
賛
意
を
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
れ
ば
、
彼
等

は
こ
れ
に
よ
り
貴
族
（
、
貯
劒
肇
国
に
よ
り
も
寧
ろ
李
掌
り
§
騨
9

に
、
利
便
を
計
る
た
め
に
選
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
。
全
く
此
故

に
、
私
は
こ
れ
に
賛
意
を
表
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
（
一

度
そ
れ
を
斯
く
決
定
し
た
る
後
は
、
彼
等
は
そ
の
國
家
を
よ
く
維

持
し
、
爾
ほ
他
の
ギ
リ
シ
ア
入
に
は
憎
く
る
か
と
思
は
れ
る
他
の

も
の
を
も
成
就
し
て
み
る
、
私
は
こ
れ
等
（
の
事
柄
）
を
明
示
す
る

で
あ
ら
う
。

　
（
第
二
節
）
先
づ
第
一
に
、
其
塵
に
お
い
て
は
貧
民
男
2
α
8
。
。

民
衆
U
劔
白
。
ω
が
名
門
O
自
白
蛍
。
㎞
富
者
歪
9
邑
。
凶
よ
り
優
勢
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

る
は
當
然
な
り
と
私
は
明
書
す
る
で
あ
ら
う
、
な
ぜ
な
れ
ば
、
・
民

衆
こ
そ
艦
船
乞
磐
ω
を
繰
縦
し
、
以
て
國
家
に
勢
力
U
弓
賓
嵐
。
・

を
窃
與
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
舵
手
囚
戸
旨
。
毎
魚
野
も
、
音
頭

取
り
囚
。
弱
含
ω
も
、
五
＋
入
長
国
づ
翼
。
づ
募
。
ぎ
。
・
②
も
、
副

舵
手
牢
。
藁
密
㈲
も
、
造
．
船
工
多
読
○
§
も
一
か
・
る
当
家

に
勢
力
を
寄
心
す
る
者
蓬
は
重
歩
兵
国
○
喜
蓼
や
名
門
、
貴
族
よ

　
　
　
　
　
　
第
十
山
天
田
愁
　
第
コ
一
等
　
　
　
四
七
七

（　lb）7　）



　
　
　
　
　
傳
ク
セ
ノ
ボ
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
家
　
（
村
田
）

り
も
遙
か
に
多
数
で
あ
る
か
ら
、
か
・
る
事
情
よ
自
・
し
て
、
現
今

に
あ
っ
て
は
、
凡
て
の
者
が
抽
筑
H
乙
警
訪
及
び
選
寒
（
汐
9
⊆
婁
貯

に
よ
っ
て
大
官
〉
『
3
9
に
關
與
し
た
り
、
ま
た
雷
民
蜀
・
簿
。
・
、

の
内
、
欲
す
る
者
は
（
何
人
た
り
と
も
民
會
に
て
）
嚢
窪
し
得
る
の

は
、
避
暑
の
こ
と
の
、
、
」
と
く
思
は
れ
る
。

ω
漕
畢
の
調
子
剣
聖
へ
る
六
め
高
難
た
以
て
瓢
口
頭
な
取
る
役
。

②
最
初
ば
漕
手
の
景
象
の
輩
二
六
り
し
玉
十
人
の
漕
手
の
指
揮
宮
で
あ
っ

　
た
が
、
後
に
に
主
無
風
と
な
り
、
船
に
お
け
ろ
車
留
の
勘
定
食
糧
の
答

　
理
備
品
の
補
充
、
俸
給
の
計
箕
等
為
販
扱
つ
六
〇

㈹
船
の
上
部
の
舶
に
立
ち
て
野
路
為
監
領
し
、
舵
手
恥
助
け
る
者
に
し
て

　
小
な
ろ
船
に
ば
必
要
が
な
い
。

　
（
第
三
笛
）
　
次
に
大
官
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
有
能
な
る
暫
で

あ
れ
ば
、
凡
て
の
民
衆
に
安
寧
G
Q
9
9
す
を
、
無
能
な
る
者
で
あ

れ
ば
、
危
難
踏
営
瓢
琶
8
を
欝
す
の
で
、
斯
く
の
ご
と
き
凡
て
の

大
宮
に
は
、
民
衆
は
必
し
て
閥
得
す
る
を
望
ま
な
い
、
I
i
彼
は

將
軍
職
。
Q
欝
葺
好
や
騎
兵
指
揮
官
葺
）
9
同
∩
ぽ
P
は
紬
籔
に
よ
っ

て
閥
與
し
得
べ
き
も
の
と
は
信
じ
て
み
な
い
！
な
ぜ
な
れ
ば
、

昆
衆
は
こ
れ
等
大
宮
（
職
）
を
彼
自
ら
執
ら
す
し
て
、
最
も
有
能
な

　
　
　
　
　
　
筑
が
十
山
ハ
巻
　

第
［
手
占
劇
　
　
M
酉
♪
U
入

る
者
d
≡
’
暮
α
雲
つ
訟
を
し
て
（
こ
れ
を
）
執
ら
し
め
る
こ
と
が
、
遙

か
に
有
利
な
る
こ
と
を
理
解
す
る
か
ら
．
〕
し
か
し
俸
絵
ジ
豪
9
尊

閣
爵
9
嘆
　
の
た
め
に
，
ま
た
家
所
に
利
回
を
齎
す
た
め
に
、
大
江

と
な
る
㌢
、
し
と
き
は
、
凡
て
民
衆
が
こ
れ
等
を
執
ら
ん
と
求
め
る
。

　
（
第
四
節
）
　
次
に
あ
る
者
は
ま
た
、
賎
し
き
者
囹
O
詳
9
霧
、
貧

し
き
者
男
9
6
ω
及
び
民
窯
の
徒
U
α
ヨ
。
鼻
2
が
到
る
慮
貴
族
よ

り
も
優
勢
な
る
こ
と
に
驚
く
。
し
か
し
こ
の
事
自
身
に
、
彼
等
（
民

蕪
の
徒
な
ど
）
が
民
主
政
治
U
α
曇
鼻
鑓
鋒
を
維
持
し
て
み
る
こ
と

が
表
明
さ
れ
る
。
實
際
、
貧
民
、
李
民
出
身
者
U
9
δ
陣
鋤
憎
及
び

下
賎
な
る
者
Ω
μ
亀
α
轟
が
勢
力
を
得
、
叉
こ
れ
等
の
者
が
多
撒
に

な
る
な
ら
ば
，
彼
等
は
民
主
政
治
を
振
興
せ
し
め
る
。
し
か
し
、

も
し
富
者
、
貴
族
が
勢
力
を
得
る
な
ら
ば
、
民
黛
の
徒
は
彼
等
に

崩
し
頑
強
な
敵
手
と
な
る
。
（
第
五
節
）
　
一
畳
、
凡
て
の
國
に
お

い
て
貴
族
階
級
日
○
切
象
望
露
は
民
主
政
治
に
首
綱
す
る
，
な
ぜ

な
れ
ば
、
貴
族
階
級
に
あ
っ
て
は
最
少
の
放
悠
〉
げ
。
蓼
げ
と
不

正
諺
自
魯
、
及
び
功
獄
Ω
頃
霧
醇
に
饗
す
る
最
大
の
顧
慮
が
あ
る

が
，
民
衆
に
あ
っ
て
は
最
大
の
無
知
≧
碁
匿
p
と
不
逞
髪
鶉
紙
瀞

と
野
卑
胃
9
μ
9
す
と
が
存
准
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
，

（　13S　）



實
際
貧
困
勺
○
づ
㌶
は
、
叉
無
教
養
〉
ヌ
螢
。
窮
貯
及
び
無
知
は
、

彼
等
（
民
衆
）
を
悪
事
〉
…
亀
き
に
駆
り
が
ち
だ
か
ら
。
而
し
て
無

知
た
る
や
あ
る
人
に
お
い
て
は
金
銭
ハ
、
ξ
露
蒙
つ
⇒
の
峡
乏
に
よ

る
。

　
（
第
六
籠
）
　
し
か
し
あ
る
者
は
斯
く
言
ふ
で
あ
ら
う
、
彼
等
（
ア

テ
ナ
イ
人
）
は
（
民
會
に
て
）
漫
言
し
、
ま
た
（
長
老
會
に
て
）
評
議

す
る
こ
と
を
、
萬
人
無
差
別
に
許
可
せ
す
し
て
、
最
も
公
正
な
る

者
U
o
紙
。
聾
9
と
傑
出
し
た
る
者
≧
μ
主
語
≧
夜
9
と
に
書
し

て
の
み
許
可
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
。
し
か
し
こ
の
鮎
に
お
い
て
も

亦
、
最
も
よ
く
熟
考
し
て
、
李
民
に
も
亦
養
需
を
許
し
て
み
る
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
貴
族
の
み
が
（
酒
豪
に
お
い
て
）
確
言

し
、
（
長
老
會
に
お
い
て
）
評
議
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
等
と
同
種
な

る
者
に
は
有
利
で
あ
る
と
も
，
登
窯
の
徒
に
は
不
利
で
あ
っ
た
か

ら
。
し
か
し
現
今
に
お
い
て
は
、
起
立
し
て
嚢
言
せ
ん
と
欲
す
れ

ば
、
箆
騰
な
る
落
々
（
李
民
）
諺
昌
二
護
2
1
）
o
ω
娼
9
冒
騨
8
も
彼
及
び
彼

と
同
種
な
る
者
に
有
利
な
る
も
の
を
追
求
す
る
。
（
第
七
籠
）
か
，
、

、
ろ
者
が
い
か
に
し
て
彼
自
身
の
た
め
、
或
は
民
衆
の
た
め
に
有

利
な
る
も
の
を
能
く
判
別
す
る
で
あ
ら
う
か
、
と
あ
る
者
は
言
ふ

　
　
　
　
　
傳
〃
セ
ノ
ボ
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
立
家
（
村
田
）

で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
等
は
、
彼
等
の
無
知
と
野
卑
及
び
善
意

多
宝
。
ぎ
は
、
貴
族
の
才
能
〉
謎
ε
と
知
識
的
ε
三
p
及
び
悪
意

溶
葬
9
μ
c
貯
よ
り
蓬
か
に
利
多
き
こ
と
を
確
信
す
る
．
、

　
（
第
八
館
）
　
と
こ
ろ
で
、
國
家
娼
。
騨
は
か
、
る
制
度
d
類
8

舞
仲
。
。
・
に
よ
っ
て
、
最
上
の
も
の
国
①
じ
d
Φ
謬
8
で
は
あ
紅
得
な

い
が
、
し
か
し
民
主
政
治
は
是
に
よ
っ
て
最
善
に
維
持
さ
れ
る
で

あ
ら
う
。
善
法
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
國
家
に
お
い
て
自
ら
奴
隷

と
な
る
こ
と
は
民
衆
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
し
て
、
自
由
で
あ

り
、
（
窟
ら
）
統
治
す
る
こ
と
を
望
む
。
悪
法
姿
§
9
碁
も
彼

等
の
意
に
介
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
善
法
に
よ

っ
て
治
め
ら
れ
す
と
君
は
解
す
る
と
も
，
民
衆
は
そ
れ
に
よ
っ
て

勢
力
を
得
、
自
由
国
2
昏
。
営
で
あ
る
の
だ
か
ら
．
（
第
九
節
）

し
か
し
、
も
し
君
が
善
法
国
茸
9
凱
勲
を
探
求
す
る
な
ら
ば
、
最

も
公
正
な
る
者
が
彼
等
（
入
民
）
に
法
律
裟
。
彦
。
ω
を
賦
凱
ハ
す
る
の

を
、
先
づ
第
一
に
看
取
す
る
で
あ
ら
凱
。
次
に
貴
族
が
李
民
を
懲

戒
し
、
貴
族
の
み
が
草
庵
に
癒
し
て
評
議
し
、
狂
人
無
記
鋤
ぎ
○
彰

睾
9
諺
昌
子
δ
唇
圃
ω
に
は
（
長
老
會
に
て
）
評
議
し
、
（
民
愈
に
て
）

嚢
沖
し
，
蟻
集
製
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ら
う
。
（
し
か
し
）

　
　
　
　
　
　
第
十
晶
ハ
偽
愁
　
第
「
　
上
瓦
　
　
　
M
四
七
九

（139）



　
　
　
　
　
傳
ク
セ
ノ
ボ
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
毒
血
　
（
村
田
）

か
顧
る
良
き
（
欄
度
）
か
ら
民
衆
は
直
ち
に
奴
隷
歌
学
に
顯
…
落
す
る

で
あ
、
う
。

　
ω
民
衆
の
こ
と
で
あ
り
、
無
知
碧
葛
θ
三
u
・
は
狂
氣
冨
p
・
巳
p
φ
・

姉
妹
で
あ
っ
た
、
（
主
簿
9
ポ
目
論
鉱
。
。
・
×
日
．
）

　
（
第
十
飾
）
次
い
で
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
奴
隷
U
o
巳
。
ψ
及

び
雀
留
外
人
寓
。
陣
。
涛
○
も
・
は
極
め
て
放
悠
鋭
犀
○
奮
智
で
あ
り
、
前

庭
に
お
い
て
は
彼
等
を
打
観
す
る
こ
と
を
許
さ
す
、
奴
隷
は
ま
た

君
に
道
を
護
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
私
は
何
故
に
是
が
國
の
習
俗
た

る
か
を
説
明
し
よ
う
。
も
し
奴
隷
、
或
は
在
留
外
人
、
或
は
解
放
さ

れ
た
る
奴
隷
ど
）
9
自
9
費
皇
が
自
由
民
箆
曾
夢
0
3
切
に
よ
つ
て

打
郷
さ
れ
る
慣
例
窯
O
影
O
。
。
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
彼
（
自

由
民
）
は
ア
テ
ナ
イ
人
を
奴
隷
だ
と
臆
介
し
て
、
打
費
し
た
で
あ

ら
う
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
其
虚
に
お
い
て
民
衆
は
服
装
に
お
い
て
毫

も
奴
隷
、
在
留
外
入
に
勝
れ
す
、
風
架
も
亦
必
じ
も
彼
等
に
勝
れ

な
い
か
ら
。
（
第
十
一
節
）
　
ま
た
も
し
其
慮
に
お
い
て
は
奴
隷
を

は
零
点
に
し
、
そ
の
あ
る
者
に
は
堂
々
と
巳
。
σ
Ω
巴
2
）
§
）
謎
生
活
’

さ
せ
て
み
る
の
に
一
驚
す
る
者
。
か
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
亦
彼
等
（
ア

テ
ナ
イ
人
）
が
故
意
に
な
せ
る
由
を
私
は
明
白
に
し
よ
う
。
な
ぜ

　
　
　
　
　
　
第
十
山
田
ぬ
ぜ
　
第
三
號
　
　
　
取
入
○

な
れ
ば
、
海
上
礎
力
の
存
在
す
る
塵
に
あ
っ
て
は
、
彼
等
の
欝
役

に
よ
っ
て
利
盆
ぎ
）
Q
覧
δ
脱
霧
を
掴
む
べ
く
、
金
銭
に
よ
っ
て
奴
隷

誤
昌
臼
碧
。
α
霧
の
意
を
迎
へ
ろ
こ
と
は
必
要
で
あ
る
し
、
又
彼
等
を

自
由
に
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
し
か
し
奴
隷
が
冨
裕

な
る
塵
で
は
、
其
上
に
お
い
て
は
私
の
奴
隷
が
君
を
恐
怖
す
る
こ

と
は
最
早
や
何
等
の
得
る
と
こ
ろ
も
な
い
、
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
目
葬

短
句
臼
α
昌
に
お
い
て
は
（
ま
だ
）
私
の
奴
隷
は
君
を
恐
怖
す
る
が
。

も
し
君
の
奴
隷
が
私
を
恐
怖
す
る
な
ら
ば
、
危
険
に
當
面
す
る
し
、

彼
は
そ
の
身
の
危
険
を
胃
さ
ぬ
た
め
に
、
彼
の
金
銭
を
提
供
す
る

で
あ
ら
う
。
（
第
十
二
節
）
　
（
さ
て
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
）
こ

の
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
奴
隷
に
は
自
由
民
に
徴
す
る
意
志
表
示
の

自
由
冒
凋
○
ビ
㌶
を
許
容
し
、
ま
た
鰹
留
外
連
に
は
市
民
》
。
・
δ
。
。
に

歯
す
る
（
意
志
表
示
の
自
由
を
許
容
す
る
）
。
な
ぜ
な
れ
ば
盛
大
な

る
貿
易
日
α
。
冨
α
の
故
に
、
ま
た
海
事
窯
磐
鼻
§
の
敬
に
國
家

は
在
留
外
入
を
必
要
と
す
る
か
ら
。
そ
れ
数
に
、
わ
れ
わ
れ
は
荘

留
筆
入
に
も
亦
、
自
然
自
ら
こ
の
意
志
表
示
の
自
由
を
許
容
し
た

の
’
じ
あ
る
。

　
（
第
十
三
飾
）
　
し
か
し
其
庭
に
お
い
て
民
衆
は
。
罷
漸
漸
課

（　1－10　）



Ω
§
き
⇔
N
9
耐
回
§
o
砂
及
び
音
羽
教
課
ヅ
↓
つ
奮
斧
α
に
よ
つ
て
訓
練
さ

れ
る
こ
と
を
慶
し
弛
、
こ
の
こ
と
の
、
麻
雀
な
る
を
信
じ
，
ま
た
こ

．
．
・
れ
等
（
諸
藝
）
は
訓
練
し
得
べ
き
で
な
い
と
解
し
た
か
ら
。
し
か
し

な
が
ら
、
h
民
畿
飛
は
コ
レ
ー
ギ
ア
0
び
9
脆
臨
帥
ω
、
ギ
ユ
ム
ナ
シ
ア
ル

キ
ア
○
瓢
ヨ
日
影
甑
鎧
3
鉾
②
、
ト
ウ
リ
エ
ー
ラ
ル
キ
ア
6
訟
α
峯
唇
露
鋤

㈲
に
お
い
て
、
コ
レ
ー
ゴ
ス
と
な
る
の
は
三
者
に
し
て
民
衆
は
コ

レ
ー
ゴ
ス
に
よ
っ
て
徴
集
さ
れ
る
こ
と
を
了
解
し
て
居
り
、
ま
た

ギ
ユ
．
ム
ナ
シ
ア
ル
コ
ス
　
ト
ウ
リ
エ
ー
ラ
ル
コ
ス
と
な
る
の
は
富

者
に
し
て
、
ギ
ユ
ム
ナ
シ
ア
ル
コ
ス
、
ト
ウ
リ
エ
ー
ラ
ル
コ
ス
に

よ
っ
て
徴
集
さ
れ
る
の
は
民
衆
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
み
る
。

要
す
る
に
民
衆
は
、
歌
ひ
、
走
り
、
舞
踊
し
、
海
上
に
航
行
し
て

金
銭
を
断
ち
得
る
こ
と
を
勘
考
し
．
以
て
自
ら
は
利
盆
を
得
、
富

者
が
盆
々
貧
乏
に
な
る
や
う
に
す
る
。
乱
た
法
廷
U
蛍
。
・
雪
8

に
お
い
て
も
彼
等
に
と
っ
て
正
し
い
事
8
0
U
惹
δ
昌
を
考
慮
し

な
い
で
、
寧
ろ
彼
等
に
鋤
し
て
利
盆
に
な
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

の
富
裕
な
る
市
民
に
に
本
署
に
あ
る
が
ご
と
毒
爵
的
及
び
都
市
経
費
輕
減

　
　
の
蝕
め
に
名
愚
職
な
課
し
六
が
、
そ
の
主
な
る
も
の
に
此
庭
に
粥
．
げ
ら

　
、
れ
た
る
三
及
び
彼
の
種
族
為
加
饗
宴
す
べ
き
エ
ス
テ
イ
ア
シ
ス
思
至
器
冨

　
　
　
　
　
　
傳
ク
セ
ノ
瀞
・
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
圏
家
、
（
村
田
）

　
遣
外
使
節
た
る
べ
き
ア
ツ
ケ
テ
ナ
リ
ア
｝
円
。
回
お
筈
8
同
劉
で
あ
っ
六
〇
コ

　
　
レ
ギ
ア
に
祭
典
の
暗
に
必
要
な
る
合
馬
礎
の
｝
つ
存
自
費
た
以
て
徴

　
集
し
、
維
持
し
、
指
圖
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
人
な
コ
ソ
ゴ
ス

　
Ω
δ
3
㈹
O
。
。
と
呼
ぶ
O

商
祭
典
に
行
は
れ
ろ
松
明
競
争
ピ
2
づ
℃
P
像
脅
O
ヨ
㌶
に
爾
揚
す
べ
寄
・
部
族

　
代
衰
テ
ィ
ー
ム
存
膚
費
な
以
て
維
持
し
、
訓
練
す
る
こ
と
、
そ
の
選
に

　
當
る
者
に
ギ
ユ
ム
ナ
シ
ア
ル
コ
ス
Φ
＝
彰
募
。
。
㌶
苫
プ
O
自
。

曲
三
段
擢
の
艦
船
に
お
い
て
乗
組
員
の
帷
給
及
び
必
要
な
る
用
具
に
國
家

　
が
供
す
う
が
、
爾
ほ
多
く
の
用
具
奄
犠
斐
し
、
常
に
訓
練
海
劣
ら
す
、

　
そ
の
間
の
扱
傷
な
修
繕
す
る
の
は
、
、
船
長
に
あ
曲
る
㍗
ウ
η
エ
ラ
〃

　
キ
ア
8
ユ
。
審
お
】
誌
ρ
の
任
務
で
あ
っ
大
。

　
（
第
十
四
鰯
）
　
ま
た
同
盟
國
も
Q
離
量
雪
9
0
ω
に
課
し
て
は
（
次

の
狐
、
」
と
し
）
。
多
数
者
（
民
衆
）
翌
8
三
8
は
養
魚
を
例
の
ご
と
く

誕
告
を
し
た
り
、
叉
樗
悪
す
る
、
（
穿
ち
）
支
配
者
は
必
ず
被
支
配

者
に
よ
っ
て
憎
悪
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
爾
ほ
そ
れ
等
の
國

家
に
お
い
て
貴
族
、
富
者
が
勢
力
を
得
れ
ば
、
ア
テ
ナ
イ
民
衆
の

支
配
≧
9
α
は
極
め
て
短
期
間
に
す
ぎ
ん
こ
と
を
理
解
し
た
。

こ
の
故
に
先
づ
以
て
、
彼
等
は
貴
族
よ
り
市
民
灌
を
劇
奪
し
、
財

産
を
浸
歯
し
、
追
放
し
、
死
刑
に
饗
し
、
以
て
雫
民
の
勢
力
を
檜

　
　
　
　
　
愚
第
十
六
巷
　
第
三
號
　
　
四
二
一
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樽
〃
セ
ノ
ガ
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
郡
家
　
（
村
田
）

大
に
し
た
。
し
か
し
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
は
、
こ
れ
等
の
國
家
の
貴

族
階
級
を
常
に
援
助
す
る
こ
と
が
巳
に
有
利
な
ろ
こ
と
を
知
れ
ば

同
盟
國
の
貴
族
を
援
助
す
る
。

　
（
第
十
五
節
）
　
し
か
し
ア
テ
ナ
イ
入
の
強
勢
鉗
。
｝
三
。
・
な
る
は

同
盟
國
が
金
銭
を
献
納
し
得
る
場
合
（
に
限
る
）
と
、
断
撮
す
る
者

が
あ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
民
黛
の
者
が
一
層
有
利
な
り
と
考
へ

た
の
は
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
各
一
人
が
演
説
國
の
金
銭
を
得
ろ
こ
と

で
あ
り
、
反
之
こ
れ
等
（
同
盟
園
）
は
（
辛
じ
て
）
生
活
を
支
へ
る
位

で
、
不
断
に
勤
豪
し
て
、
陰
謀
を
企
て
得
な
い
程
度
に
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

　
（
第
十
六
節
）
　
し
か
し
ア
テ
ナ
イ
の
民
衆
は
、
次
の
黙
に
お
い

て
判
断
を
誤
っ
た
か
と
思
は
起
る
、
撃
ち
公
事
U
涛
α
の
た
め
に

は
ア
テ
ナ
イ
に
來
航
す
べ
き
を
、
飼
盟
國
に
強
制
し
た
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
、
彼
等
は
ア
テ
ナ
イ
の
民
衆
に
と
っ
て
い
か
ば
か
り
の

利
盆
が
こ
の
中
に
あ
る
か
を
打
算
し
て
み
る
。
第
一
プ
リ
ユ
タ
ネ

づ
ア
マ
℃
三
3
」
O
㌶
芸
園
よ
り
一
年
」
招
み
遡
じ
て
娩
監
製
三
三
［
プ
2
’
を
受
．

取
る
こ
と
、
吹
に
、
．
彼
等
は
家
に
坐
し
な
が
ら
、
搬
を
騙
ら
す
し

て
同
盟
國
を
続
召
し
、
儒
ほ
彼
等
は
そ
の
法
廷
に
お
い
て
は
民
衆

　
　
　
　
　
　
第
十
・
五
一
巷
　

煙弟

O
號
　
　
　
四
入
二

黒
を
援
助
し
、
そ
の
反
謝
考
側
同
詫
言
。
ω
を
破
滅
せ
し
め
る
。

し
か
し
、
も
し
各
々
（
同
盟
闘
）
が
葭
國
に
お
い
て
そ
の
裁
判
を
持

つ
と
す
れ
ば
，
ア
テ
ナ
イ
入
に
動
ず
る
償
慈
よ
り
、
彼
等
は
ア
テ

ナ
イ
の
民
衆
に
軽
し
て
最
も
信
實
な
る
者
を
彼
等
の
中
よ
り
破
滅

せ
し
め
た
で
あ
ら
う
。
（
第
十
七
笛
）
　
加
之
、
岡
盟
黎
民
の
た
め

に
裁
判
を
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
行
ふ
時
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
衆
は
次

の
｛
、
〕
と
き
利
盆
を
得
る
、
先
づ
第
一
に
、
こ
の
國
家
に
顕
し
て
、

ベ
イ
ラ
づ
エ
ゥ
ス
H
、
⇔
7
勘
O
β
ω
に
お
け
冨
⇔
百
分
之
一
税
国
事
纂
飴
斡
0

ω
が
糟
加
す
る
、
叉
も
し
誰
か
貸
籔
6
Q
§
O
萱
”
　
を
持
つ
な
ら
ば

一
暦
多
く
の
利
盆
を
得
る
、
夏
に
、
も
し
馬
車
N
O
護
○
。
。
或
は
日

傭
奴
隷
》
｝
三
H
書
○
（
川
霧
㌘
訟
ψ
夢
。
菩
。
δ
霧
偶
を
斬
取
す
る
な
ら
ば

（
一
旬
多
く
の
利
盆
が
あ
．
る
）
。
爾
ほ
ヶ
ー
リ
ユ
ツ
ク
ス
（
徳
含
）

責
手
雪
拷
ω
は
同
盟
國
民
の
（
ア
テ
ナ
イ
）
識
御
在
に
よ
っ
て
｝
麿
多
く

の
利
盆
を
得
る
。
（
第
十
八
簾
）
加
之
，
も
し
同
盟
國
民
が
裁
判
の

た
め
（
ア
テ
ナ
イ
に
）
來
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
彼
等
は
ア
テ
ナ
イ
入

の
う
ち
（
外
鰐
へ
の
）
渡
航
豊
国
ξ
）
【
（
　
鴇
〇
三
〇
の
の
み
に
b
（
部
ち
）
將

軍
の
貯
p
｛
費
。
諦
、
ト
ウ
弓
エ
ラ
ル
コ
ス
、
大
使
一
畝
5
至
急
の
み
に

敬
意
を
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
親
今
は
岡
盟
國

（　1－12・　）



民
の
凡
て
は
餓
儀
な
く
ア
テ
ナ
4
の
民
衆
に
阿
湿
せ
ざ
る
を
得
な

い
，
彼
等
は
ア
テ
ナ
4
に
來
て
、
蝕
人
な
ら
ぬ
民
衆
の
中
に
お
い

て
」
之
が
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
掟
で
あ
る
が
一
賠
償
を
強
制

さ
れ
、
ま
た
之
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
て
み
る

か
ら
。
而
し
て
そ
の
法
廷
に
お
い
て
は
、
彼
等
は
（
入
々
に
）
歎
願

を
係
儀
な
く
さ
れ
、
ま
九
入
廷
者
に
は
握
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
く
の
、
、
〕
と
く
に
し
て
同
盟
國
民
は
い
よ
い
よ
ア
テ
ナ
イ
民

衆
の
奴
隷
と
な
っ
た
。

の
裁
判
の
開
始
に
先
だ
ち
、
原
告
、
整
最
一
定
額
為
，
i
百
ド
ラ
〃
マ

　
よ
り
干
ド
ラ
ク
マ
迄
は
三
ド
ラ
ク
「
子
ド
ラ
ク
マ
以
上
ほ
三
＋
ド
ラ

　
ク
マ
ー
法
廷
に
提
供
し
、
負
者
の
分
ほ
國
庫
の
観
入
と
な
つ
糞
。
而

　
し
て
こ
の
こ
と
ほ
大
髄
私
に
關
す
る
二
合
に
限
つ
索
や
う
で
あ
ろ
。

②
一
種
の
入
港
税
に
し
て
、
輸
記
入
品
及
び
族
行
者
の
荷
物
に
回
し
て
課

　
ぜ
ら
れ
、
常
に
輸
出
入
税
の
附
加
税
と
し
て
で
あ
っ
た
。

働
嶺
己
に
属
で
ろ
奴
隷
な
他
入
に
賃
貸
し
、
そ
の
努
銀
な
主
人
が
得
ハ
。

　
ベ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
港
に
お
け
る
貿
易
が
隆
盛
為
極
め
う
と
典
に
、
、
現
に

　
貨
物
の
蓮
逡
に
、
或
ぱ
艀
人
夫
に
、
或
は
其
他
雑
絹
に
、
日
傭
奴
隷
の

　
需
要
に
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
傳
〃
セ
ノ
潔
ン
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
家
　
（
村
田
）
．

働
訴
訟
の
相
手
及
び
詮
人
の
召
喚
役
。
其
他
、
宗
敏
、
軍
事
、
通
商
上
に

　
國
家
の
代
辮
巻
と
し
て
饒
す
ろ
ゆ

　
（
第
＋
九
節
）
加
之
、
．
國
境
外
に
お
け
る
財
産
漆
α
静
の
た

め
、
且
つ
外
國
へ
（
派
造
）
の
大
官
の
た
め
に
彼
等
（
ア
テ
ナ
イ
入
）

及
び
そ
の
随
從
者
蓬
｝
ぎ
一
〇
鴛
プ
9
は
知
ら
す
識
ら
す
の
間
に
擁

の
繰
縦
を
習
得
し
た
。
な
せ
な
れ
ば
、
し
ば
し
ば
航
海
す
る
人
が

榛
を
執
り
，
ま
た
彼
及
び
そ
の
從
者
〉
汗
。
息
ω
が
海
事
累
碧
訟
観

に
醐
冠
す
る
物
の
稽
呼
を
習
得
し
た
の
は
必
然
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
。
（
第
二
十
僚
）
　
し
か
も
彼
等
は
航
海
の
経
験
に
よ
り
，
ま
た

訓
練
蚕
屠
に
よ
っ
て
老
巧
な
る
舵
手
と
な
る
。
し
か
し
あ
る

者
は
（
小
）
上
国
。
δ
澤
を
、
あ
る
者
は
貨
物
器
自
。
澤
鋤
（
賞
を
舵

取
る
こ
と
を
練
習
し
、
ま
た
あ
る
者
は
こ
れ
等
よ
り
三
段
擁
の
船

日
豪
憎
窪
に
及
ん
で
行
っ
た
。
し
か
し
多
撒
の
者
は
、
前
以
て
生

涯
の
大
部
分
を
そ
の
練
習
に
費
し
て
み
た
が
故
に
、
船
生
碧
笛
に

粟
込
む
や
直
ち
に
漕
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
、

第
十
六
巻
　
第
三
露
　
　
四
界
三

（　1“b’　）


